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平成２２年岳南排水路管理組合議会定例会（１０月）会議録 
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              １０番 遠 藤 盛 正 議員 
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副 管 理 者 鈴 木 利 幸  君 

代 表 監 査 委 員 山 本 浩 之  君 

富士市上下水道部長 大 河 原 忠    君 

富士市商工農林部長 土 屋 俊 夫    君 

富士宮市水道部長 小 松 政 廣    君 

局   長 小 山 芳 博    君 

総 務 課 長 山 田 正 廣    君 

      施 設 課 長 桑 原 德 治  君 
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４ 議 事 日 程 （第１号） 

日程第１  議長選挙について  

 

５ 議 事 日 程 （第１号-２） 

    日程第１  議席の指定 

日程第２  会議録署名議員の指名 

日程第３  会期の決定 

日程第４  副議長選挙について 

日程第５  認第１号  平成２１年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第６  議第５号  平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

ついて（第 1号） 

日程第７  議第６号  岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する 

条例及び岳南排水路管理組合職員の勤務時間、 

休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定 

について 

日程第８  議第７号  岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を 

求めることについて 
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午前１０時 開 会 

○局長（小山芳博君） 定刻となりましたので、ご起立をお願い致します。礼。ご着席下さ

い。 

本議会に先立ちましてお願い申し上げます。本日、議会開催中に、管理組合の広報用及び

報道機関の写真を撮らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、閉会後、議員の皆様には、事務局から、本年夏に実施されました集中工事と管内点

検結果についてご報告させていただきますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いい

たします。 

 本定例会は、当組合議会議員の改選後、 初の議会でありますので、議長が選挙されるま

での間、地方自治法第１０７条の規定によりまして、年長議員が臨時に議長の職務を行うこ

とになっております。 

 出席議員中、鈴木敏和議員が年長議員でありますので、ご紹介いたします。議長席へお願

いいたします。 

（臨時議長、議長席に着席） 

○臨時議長（鈴木敏和議員） おはようございます。今、局長から言われましたように、地

方自治法第１０７条の規定により、年長のゆえをもって、臨時に議長の職務を行います。よ

ろしくお願いいたします。 

 出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに会議を開きます。 

 この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

 仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。 

                                     

 １番 鈴 木 敏 和  ２番 小 山 忠 之  ３番 西 村 綾 子 

 ４番 小 室 直 義  ５番 太 田 美 満  ６番 佐 野 清 明 

 ７番 太 田 康 彦  ８番 諸 星 孝 子  ９番 稲 葉 寿 利 

 １０番 遠 藤 盛 正 

                                     

日程第１ 議長選挙について 

○臨時議長（鈴木敏和議員） 日程第１ 岳南排水路管理組合議会議長選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 議長選挙の方法についてご意見を求めます。 
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８番 諸星孝子議員。 

○８番（諸星孝子議員） 当組合議会議長は、今まで富士市選出議員の中から選ばれており

ましたので、今回も議長は富士市選出議員の中から選出願いたく、さらに、ご相談により指

名推選されますようお取り計らいお願いいたします。 

○臨時議長（鈴木敏和議員） ただいまお聞きのとおり、議長については富士市選出議員の

うちから選出願い、選挙の方法は指名推選で行われたいとのご意見がありましたが、さよう

決してご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めまして、議長については、富士市選出議員のうちから選出をお願いし、

選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

 では、富士市選出の議員の皆様はご相談をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時４分 休 憩 

                                             

午前１０時７分 再 開 

○臨時議長（鈴木敏和議員） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 では、臨時議長より報告いたします。 

 議長には９番稲葉寿利議員をと推薦がございました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま推薦されました稲葉寿利議員を議長の当選人と定めることにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって稲葉寿利議員が議長に当選されました。 

 ただいま当選されました稲葉寿利議員が議場におられますので、本席から会議規則第１８

条第２項の規定による告知をいたします。 

 稲葉寿利議員、議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

９番 稲葉寿利議員。 

○９番（稲葉寿利議員） ただいまは議長選挙の中で推薦をいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 岳南排水路は、リーマンショック以降ますます経営が厳しくなっている製紙業界等を取り

巻く中で、これからが大事な時期になろうかという中、我々が果たす役割は大切なことがあ

ると思います。ぜひこの岳南排水路管理組合の発展と業界の発展を目指して頑張らせていた
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だきたいと思いますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたしまして、簡単ですけれど

も就任の挨拶にかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○臨時議長（鈴木敏和議員） 議長の挨拶を終わります。議長、議長席へお着き願います。

交代させていただきます。 

（臨時議長、新議長と議長席交代） 

○議長（稲葉寿利議員） それでは引き続き、お手元に配付いたしてあります議事日程に従

い、会議を続けます。 

                                              

日程第１ 議席の指定 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第１ 議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条の規定により、議長において指定いたします。 

 議席については、ただいまご着席願っております議席とし、その番号及び議員氏名を局長

から報告いたさせます。 

 局長。 

○局長（小山芳博君） それでは、議席の番号及び議員氏名を報告いたします。 

  １番 鈴 木 敏 和 議 員    ２番 小 山 忠 之 議 員 

  ３番 西 村 綾 子 議 員    ４番 小 室 直 義 議 員 

  ５番 太 田 美 満 議 員    ６番 佐 野 清 明 議 員 

  ７番 太 田 康 彦 議 員    ８番 諸 星 孝 子 議 員 

  ９番 稲 葉 寿 利 議 員    １０番 遠 藤 盛 正 議 員 

 以上でございます。 

○議長（稲葉寿利議員） 報告を終わります。 

 ただいま報告いたしましたとおり議席を指定いたします。 

                                              

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第２ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第３５

条の規定により議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に、 

２番   小 山 忠 之 議 員 

３番   西 村 綾 子 議 員 

 以上２名を指名いたします。 
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日程第３ 会期の決定 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第３ 会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日１日と決定いたしました。 

                                              

日程第４ 副議長選挙について 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第４ 岳南排水路管理組合議会副議長選挙を行います。 

 副議長選挙の方法についてご意見を求めます。 

 ８番 諸星孝子議員。 

○８番（諸星孝子議員） たびたび申しわけありません。副議長につきましても、議長と同

様に、富士市選出議員から選出されておりますので、今回もそのようにお願いしたいことと、

なお、今回も指名推選でお願いしたいと思います。 

○議長（稲葉寿利議員） ただいまお聞きのとおり、副議長についても富士市選出議員のう

ちから選出願い、選挙の方法は指名推選で行われたいとのご意見がありましたが、さよう決

してご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって副議長選挙については富士市選出議員のうちから選出願い、

選挙の方法については指名推選で行うことに決しました。 

 では、富士市選出の議員の皆様はご相談をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１２分 休 憩 

                                              

午前１０時１３分 再 開 

○議長（稲葉寿利議員） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 先ほどの議長選挙のときのように、私のほうから発表させていただきたいと思います。 

 副議長に２番小山忠之議員をということになりました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま推薦されました２番小山忠之議員を副議長の当選人と定めることにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってただいま推薦されました小山忠之議員が副議長に当選され
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ました。 

 ただいま当選されました小山忠之議員が議場におられますので、本席から会議規則第１８

条第２項の規定による告知をいたします。 

 小山忠之議員、副議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

 ２番 小山忠之議員。 

○２番（小山忠之議員） 小山でございます。ただいまご推薦をいただきました。大変あり

がとうございます。 

 稲葉議長ともども、岳南排水路管理組合の発展に、微力ながら全力を尽くしていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。大変ありがとうございました。（拍手） 

○議長（稲葉寿利議員） 副議長就任の挨拶を終わります。 

 それでは、ここで管理者から発言の申し出がありますので、これを許します。 

 管理者。 

○管理者（鈴木 尚君） おはようございます。お許しをいただきましたので、本定例会に

上程いたします議案の審議に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 本日、本組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私と

もに大変ご多忙な中ご参集賜り、厚く御礼申し上げます。 

 このたび、本組合議会議員の任期が去る９月３０日に満了となったことに伴い、富士、富

士宮両市に組合議員の選挙をお願いいたしましたところ、当岳南排水路にご造詣の深い前任

議員の方々が選出されましたことは、まことにご同慶にたえない次第でございます。 

 また、先ほどの正副議長選挙におきまして、議長に稲葉寿利議員、副議長に小山忠之議員

が当選され、まことにおめでとうございます。 

 今後とも岳南排水路の管理運営につきまして、なお一層のご理解とご協力をお願い申し上

げる次第であります。 

 それでは、本定例会にご提案申し上げ、審議を賜ります議案の大要につきましてご説明申

し上げますが、詳細な説明につきましては、後刻、事務局からいたさせますので、あらかじ

めご了承願いたいと存じます。 

 初に、認第１号平成２１年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算認定についてであり

ますが、本年度の年間総排水量は、前年度に比較して７.５％の減。これにより使用料収入は

５.５％減少しております。これは使用工場の廃止、稼働工場の総体的な排水量の減少、許可

排水量の減量等によるものであります。岳南地域の製紙業界は、長引く内需不振と生産拠点

の国際化の流れが進展している中で、依然として厳しい状況が続いております。 

 それでは決算状況からご説明いたします。歳入決算総額は７億９,１６６万４,０００余円
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で、前年度に比較いたしまして１４.６％の減となっております。これは使用料、基金繰入金

及び繰越金などが減少したことによるものでございます。 

 また、歳出決算総額は６億９,６４６万６千余円で、前年度に比較いたしまして 

１７.４％の減となっております。これは庁舎改築が完了したことと、施設管理費、基金積立

金などが減少したことによるものでございます。 

 使用工場も減少し、財政状況も厳しくなっておりますが、予定しましたすべての事業は計

画どおり執行することができました。今後とも当地域の工業振興と環境保全のため、施設の

維持管理になお一層の努力をしてまいる所存でございます。 

 次に、議第５号平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算についてでありますが、歳

入歳出予算の総額にそれぞれ６,５１９万７,０００円を追加し、７億４,３１９万７,０００

円とするものでございます。これは、歳入におきまして平成２１年度の決算確定に伴い、前

年度繰越金の追加、また、歳出におきましては調整予算として予備費に追加措置をするもの

でございます。 

 議第６号岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する条例及び岳南排水路管理組合職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正等による地方

公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、育児や介護を行う職員の仕事と家庭生

活との両立を一層推進するため、育児休業等をすることができる職員の範囲の拡大等及び育

児または介護を行う職員の時間外勤務の制限等を整備するため、条例の一部を改正するもの

であります。 

 次に、議第７号でございますが、この案件は人事案件でございますので、後刻、上程され

ました際、改めてご説明いたしますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 以上、上程案件につきまして極めて主要点のみ申し上げましたが、よろしくご審議の上、

適切なるご議決を賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明を終わらせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲葉寿利議員） 発言を終わります。 

 引き続きまして、副管理者から、本会議に説明のため出席しております職員の紹介があり

ますので、発言を許します。 

 副管理者。 

○副管理者（鈴木利幸君） それでは、お手元に配付いたしてございますが、私から本定例

会に説明員として出席しております職員の紹介を申し上げます。 

 まず、事務局から紹介をさせていただきます。 
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 初に、局長の小山芳博でございます。 

○局長（小山芳博君） 小山です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（鈴木利幸君） 続きまして、総務課長の山田正廣でございます。 

○総務課長（山田正廣君） 山田でございます。よろしくお願いします。 

○副管理者（鈴木利幸君） 続きまして、施設課長の桑原徳治でございます。 

○施設課長（桑原德治君） 桑原徳治です。よろしくお願いします。 

○副管理者（鈴木利幸君） それから次に、当管理組合の構成市の関係部長といたしまして、

富士市から、上下水道部長の大河原忠でございます。 

○富士市上下水道部長（大河原 忠君） 大河原です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（鈴木利幸君） 同じく商工農林部長の土屋俊夫でございます。 

○富士市商工農林部長（土屋俊夫君） 土屋でございます。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（鈴木利幸君） それから、富士宮市から、水道部長の小松政廣でございます。 

○富士宮市水道部長（小松政廣君） 小松でございます。よろしくお願いします。 

○副管理者（鈴木利幸君） 私、副管理者の鈴木利幸でございます。 

 以上で紹介を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲葉寿利議員） 発言を終わります。 

                                              

     日程第５ 認第１号平成２１年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決 

          算認定について 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第５ 認第１号平成２１年度岳南排水路管理組合会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 決算内容について当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（小山芳博君） ただいま上程されました認第１号平成２１年度岳南排水路管理組合

会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 まず、決算書の１ページをお願いいたします。平成２１年度の歳入歳出決算は、歳入 

７億９,１６６万４,０９１円、歳出６億９,６４６万６,７２０円、歳入歳出差引残額 

９,５１９万７,３７１円でございます。 

 先ほど管理者から総括説明がございましたので、直ちに内容説明に入らせていただきます。

なお、詳細につきましては、事業報告書をあわせてご参照いただきますようお願いいたしま

す。 

 それでは、歳入歳出決算の事項別明細書に基づき歳入からご説明申し上げますので、決算
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書の６、７ページをお願いいたします。 

 なお、緑色の表紙の事業報告書の９ページ以降に、２、歳入予算の事項別執行状況につい

てで報告させていただいておりますので、あわせてお目通しのほどお願いいたします。 

 まず、１款使用料及び手数料でございますが、予算現額は５億８,０３１万６,０００円で

ございます。調定額は５億８,９６８万８,７５１円、収入済額は５億８,８６７万９,６４９

円で、予算現額に対する収入率は１０１.４％、調定額に対する収入率は９９.８％でござい

ます。なお、歳入総額に占める割合は７４.４％でございます。また、本年度滞納繰り越しさ

れておりました１００万９,１０２円を時効成立によりまして不納欠損措置してございます。

これにより収入未済額は０円となり、使用料の滞納繰り越しはございません。 

 それでは、１項１目１節の使用料でございます。調定額、収入済額ともに 

５億８,８３７万１３９円で、収入未済額はありませんでした。 

 この使用料の調定額算定基礎といたしました許可排水量及び実績排水量につきましては、

事業報告書の１５、１６ページの別表－３、岳南排水路路線別排水量及び使用料認定実績表

に、路線別、月別ごとの実績排水量とともに、使用料認定実績及び収入済額を表にしてござ

いますので、お願いいたします。 

 許可排水量は基本料金を算定するものでございまして、表の右上、太枠内に記載してあり

ますように１４５万５,３８０立方メートルでございます。前年度に比較しまして 

７,２２６立方メートルの減となっております。これは当年度中に三協日の出工場が許可排水

量日量４３立方メートルで新規加入しまして、太洋紙業が７９５立方メートル増量したもの

の、カオル１、これは旧徳育製紙、カオル２、これが旧中西製紙、及び静岡瓦斯が廃止した

ことにより、６,５６９立方メートル減少しまして、さらに志田製紙が１,４９５立方メート

ル減量したことによるものでございます。 

 また、実績排水量は従量料金の算定基礎となるものでございまして、年間の累積排水量は、

表の右、中ほどの太枠のＡに記載してあります３億１,５９５万２,７８０立方メートルでご

ざいます。前年度に比較しまして２,５６０万７３０立方メートル、７.５％の減となってお

ります。この減少した主な要因でございますけれども、旧富久興製紙、現在の丸富製紙今泉

中央工場でございますけれども、これが休止したことと、それから平成２０年１０月に端を

発しましたリーマンショック以降の内需不振によりまして、洋紙、板紙を生産する工場で減

産及びマシンの停止をしたことが主な要因でございます。 

 それでは、決算書の６、７ページにお戻りをお願いいたします。２節滞納繰越分としまし

て、調定額１００万９,１０２円のうち収入済額は０円、不納欠損額が１００万９,１０２円、

収入未済額が０円となっております。 
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 この不納欠損額、収入未済額につきましては、先ほどの事業報告書の１１ページの表をお

願いいたします。これは過年度からの滞納繰越分、１工場、利久製紙によるものでございま

して、滞納繰越額は１００万９,１０２円でございます。利久製紙でございますけれども、平

成１６年１１月に２度目の不渡り事故によりまして銀行取引停止処分となり、事実上倒産し

ております。滞納額の総額でございますけれども、薄青色の表紙「平成２１年度決算参考資

料」の２ページをお願いいたします。平成１０年１１月から平成１１年１２月まで、それか

ら平成１２年７月から平成１６年１１月までの６７カ月分、７０２万４,２１６円が滞納額の

総額でした。このうち平成１０年１１月から平成１１年１２月までの１３９万９,１７４円が

時効成立したため、平成１７年３月３１日付で不納欠損処理し、さらに、平成１２年７月か

ら平成１６年１月までの４６１万５,９４０円を時効成立により平成２１年３月３１日付で

不納欠損処理してございます。また、当年度１００万９,１０２円を不納欠損処理したことに

よりまして、収入未済額は０円となっております。 

 それではまた決算書の６、７ページにお戻りお願いいたします。２款財産収入でございま

す。予算現額は３,３４９万９,０００円で、調定額、収入済額はともに 

３,３５６万９,４２１円でございます。この財産収入につきましては事業報告書の１２ペー

ジに詳細がございますが、これは岳南排水路基金及び職員退職手当基金の利子収入でござい

まして、国債、地方債等の債券及び大口定期の運用収入でございます。 

 次に、３款繰入金１項基金繰入金でございますが、これは職員の退職手当を支払うために、

職員退職手当基金から繰り入れたものでございます。予算現額は８,２５６万５,０００円で、

調定額、収入済額はともに８,２５６万４,３８１円でございます。 

 次に、４款繰越金は、１項１目前年度繰越金で、予算現額は８,３４６万２,０００円で、

調定額、収入済額ともに８,３４６万２,９５２円でございます。 

 次の８、９ページをお願いいたします。５款諸収入は、予算現額４万円に対しまして、調

定額、収入済額ともに３３８万７,６８８円であります。 

 １項１目預金利子は、調定額、収入済額ともにありませんでした。 

 ２項雑入でございますが、予算現額３万９,０００円に対しまして、調定額、収入済額はと

もに３３８万７,６８８円でございます。これは主としまして、平成２０年度の消費税確定に

伴う過納額還付金、それから富士市互助会基金等精算金及び２１年度互助会会計精算による

還付金等でございます。 

 以上、歳入の合計は、予算現額が７億７,９８８万２,０００円に対し、調定額は 

７億９,２６７万３,１９３円、収入済額は７億９,１６６万４,０９１円でございます。 

 次に、１０、１１ページをお願いいたします。引き続きまして歳出の説明に入らせていた
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だきます。 

 なお、各目につきましては備考欄によって説明させていただきますが、事業報告書の１７

ページ以降に、３ 歳出予算の事項別執行状況についてで報告をさせていただいております

ので、あわせてお目通しをお願いいたします。 

 それではまず、１款議会費でございますが、予算現額５６万６,０００円に対しまして支出

済額は２５万２,７５０円で、執行率は４４.７％、３１万３,２５０円が不用額となりました。 

 支出済額は、備考欄の１ 報酬費１９万５,０００円及び２ 事務局運営経費 

５万７,７５０円でございます。これは定例会２回の議会開催による所要経費であります。 

 次に、２款総務費でございます。予算現額は６億３,９０７万６,０００円で、支出済額は

５億８,７７１万７,２５１円で、執行率は９２％、５,１３５万８,７４９円が不用額となり

ました。 

 次に、２款１項１目一般管理費でございます。一般管理費は組合運営にかかる所要経費で

ございますが、予算現額２億５,６００万９,０００円で、これに対しまして支出済額は 

２億４,９７７万４２円、執行率は９７.６％、６２３万８,９５８円が不用額となりました。 

 主なものでございますけれども、備考欄の１の給与費のうち(４)一般職１６人にかかる人

件費、これは給料、職員手当、共済費を合わせまして２億１,６０７万８,６１７円で、歳出

総額の３１％を占めております。 

 ２の人事管理費でございますけれども、臨時職員賃金、職員研修費、職員厚生及び職員互

助会助成費等の経費でございまして、４２１万９,７７０円。 

 ３の事務管理費は７０３万９,７８６円で、通常の事務運営に要する経費であります。 

 ４の財産管理費は１,４７３万９,４６９円で、庁舎、車両及び用地管理にかかる所要経費

でございます。 

 ５の公租公課費７２９万１,４００円は消費税でございます。 

 その下に「同目・１１節から１４節へ流用１８万６,０００円」とありますけれども、これ

は下水道使用料を当初予算では１１節需用費の光熱水費に計上しておりましたけれども、会

計室の指摘によりまして１４節の使用料及び賃借料へ移したものでございます。 

 次の１２、１３ページをお願いいたします。２款２項１目排水管理費でございます。予算

現額７４０万円に対しまして、支出済額は６６０万５,９６３円で、執行率８９.３％、 

７９万４,０３７円が不用額となりました。 

 備考欄を見ていただきますと、１ 水質管理費６６０万５,９６３円、このうち(１)水質調

査費としまして７１万６,４２５円。これは管路施設保全のための水質調査でございまして、

各路線に設置してあります水質監視所及び吐口の調査にかかる経費でございます。 
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 (２)の硫化水素調査費５８８万９,５３８円は管路施設保全のための硫化水素の調査で、管

路及び使用工場における調査経費でございます。 

 次に、２項２目下水道管理費でございますけれども、予算現額３,２３５万６,０００円に

対しまして、支出済額は３,０１９万９,５７６円で、執行率は９３.３％、不用額は 

２１５万６,４２４円となりました。 

 この執行内容でございますけれども、備考欄の１ 排水量管理費１８３万６,６６０円は、

使用料のうち従量料金の算定根拠となります各使用工場における実績排水量の調査にかかる

所要経費でございます。 

 ２ 下水道維持費２,８３６万２,９１６円は管路施設の維持に要する経費でございまして、

(１)維持補修費につきましては、環境整備工事、人孔整備工事、及び足掛金物付替工事等 

２６件に１,７４６万８,８５０円、(２)保守点検費につきましては、工場排水流入禁止期間

中における管内点検作業委託５件に９１５万２,８５０円を執行いたしております。 

 その下の(３)下水道管理事務費でございますが、１７４万１,２１６円は管理事務にかかる

所要経費でございます。 

 次に、２項３目ポンプ場管理費でございます。予算現額３,４２６万円に対しまして、支出

済額は３,０９２万１,５２９円で、執行率は９０.３％となり、３３３万８,４７１円が不用

額となっております。 

 備考欄の(１)維持補修費７３万５,０００円は、ポンプ場における工業用水管布設工事、そ

れから計装設備修繕工事の費用でございます。 

 (２)保守点検費は、ポンプ場運転管理業務委託等８件に２,５３２万８,１００円を執行い

たしました。 

 (３)ポンプ場管理事務費４８５万８,４２９円は、主としまして電気料及び工業用水使用料

などポンプ運転にかかる経常的な経費でございます。 

 次に、２款３項１目施設改良費は、予算現額３億９０５万１,０００円に対しまして、支出

済額は２億７,０２２万１４１円で、執行率は８７.４％、３,８８３万８５９円が不用額であ

ります。この科目は施設の維持保全対策のための改良事業に要する経費でございまして、歳

出総額に対しまして３８.８％を占めております。 

 備考欄に記載してございますけれども、１ 管渠施設費としまして 

２億１,１６６万４,７１２円を支出してございます。 

 それから、１４、１５ページをお願いいたします。事業別に申しますと、備考欄(１)保全

対策事業費は施設の保全対策のために行う事業でございまして、管理橋耐荷力診断業務委託

のほか、管渠の更生工事等１５件に２億１,０６４万９,９５０円を執行いたしております。 
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 (２)管渠施設事務費でございますけれども、管渠の施設改良における所要経費で 

１０１万４,７６２円を執行しております。 

 ２ ポンプ場施設費としまして５,８５５万５,４２９円を支出してございます。 

 事業別に申しますと、(１)保全対策事業費はポンプ場施設の保全対策のために行う事業で、

１号主ポンプ分解点検作業委託１件とポンプ場天井クレーン更新工事等２件に 

５,８４６万２,９５０円を執行いたしております。 

 (２)ポンプ場施設事務費でございますけれども、これはポンプ場の施設改良に伴う所要の

経費で、９万２,４７９円を執行いたしております。 

 次に、３款公債費１項１目利子でございます。年度中の資金計画が順調に推移したことに

よりまして、一時借り入れがなく未執行となりました。 

 ４款諸支出金でございますけれども、予算現額１億８４９万８,０００円に対しまして、支

出済額は１億８４９万６,７１９円で、執行率は１００％でございます。 

 このうち１項１目岳南排水路基金積立金は、予算現額８,２６０万７,０００円に対しまし

て支出済額は８,２６０万６,０３４円で、この内訳は、積立金５,０００万円と運用益金 

３,２６０万６,０３４円でございます。これは自然災害や緊急を要する大規模工事等に対処

するための積立金でございます。 

 次の１項２目職員退職手当基金積立金は、予算現額２,５８９万１,０００円に対し、支出

済額は２,５８９万６８５円で、この内訳は、積立金２,５００万円と運用益金 

８９万６８５円でございます。 

 なお、基金の年度末現在高でございますけれども、先ほどの事業報告書の３１ページの別

表－５ 基金運用状況をお願いいたします。１ 岳南排水路基金の決算年度末現在高でござ

います。表の右に記載してございますけれども、３３億３,８０８万７,０８８円でございま

す。このうち国債、政府保証債及び地方債等の購入金額は、ページ中段の基金預金状況に表

示してございます。岳南排水路基金の表がありますけれども、この表の下から２行目の右端

に括弧内に記載してございますけれども、額面総額３０億円の債券に対しまして 

２９億８,８３６万８,６０３円で購入してございます。 

 次に、この表の上の表をお願いいたします。２ 職員退職手当基金でございます。決算年

度末現在高は９,３６８万９０８円であります。決算年度中に３人の退職手当金支払いに 

８,２５６万４,３８１円を取り崩しております。 

 決算書の１４、１５ページにお戻りをお願いいたします。５款予備費でございますが、予

算現額は３,１７３万２,０００円で、全額が不用額となりました。 

 以上、歳出の合計は、予算現額７億７,９８８万２,０００円に対しまして、支出済額は 
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６億９,６４６万６,７２０円で、不用額は８,３４１万５,２８０円となりました。 

 次の１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。１ 歳入総額

は７億９,１６６万４,０００円、２ 歳出総額は６億９,６４６万７,０００円、３ 歳入歳

出差引額は９,５１９万７,０００円、４の翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、

同額が５の実質収支額でございます。 

 恐れ入ります、次に決算書の１７、１８ページをお願いいたします。次に財産に関する調

書でございます。 

 １の公有財産(１)土地及び建物でございます。行政財産のうち公共用財産の管路施設用地

が３２.６９平方メートル増加しております。また、その下のその他の施設の行を右に行きま

すと、建物が４.５平方メートル減少しております。この４.５平方メートルの減少でござい

ますけれども、旧和興製紙、現在のイデワコーの敷地内に原田水質監視所がございましたけ

れども、これを取り壊したことによるものでございます。 

 次に、１９、２０ページをお願いいたします。一番下の表(２)物権でございますけれども、

地上権１０７.８５平方メートル減少しております。先ほどの管路施設用地３２.６９平方メ

ートルの増加と、この地上権１０７.８５平方メートルの減少でございますけれども、これは

財政健全化法に基づく連結財務諸表作成データを富士市財政課に提出するために財産の再調

査をしたところ、財産台帳への記載漏れ、また、登記簿謄本により地積の錯誤が判明したた

め、正しい数値に修正をするものでございます。実質的な財産の増減はございません。 

 次に、２１、２２ページをお願いいたします。取得価格１件３０万円以上の物品でござい

ますけれども、年度中の増減は、事務室の打合わせ用スペース確保のためにパーテイション

を購入しております。それから、耐用年数が大幅に経過し不要となりました携帯用の硫化水

素測定器を１台、据置型の硫化水素測定器３台を処分しまして、差し引き３台の減となって

おります。 

 次に、２３、２４ページをお願いいたします。３の施設（管きょ）でございますけれども、

年度中の増減はございませんでした。 

 そのほか２５ページの４の基金につきましては、後ほどお目通しのほどお願いいたします。 

 以上、認第１号平成２１年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算につきまして説明をさ

せていただきましたが、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げまして、

説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 ここで監査の結果について、監査委員の報告を求めます。 

 山本監査委員。 
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○代表監査委員（山本浩之君） ご指名がありましたので、平成２１年度岳南排水路管理組

合会計歳入歳出決算及び基金運用状況等の審査の結果についてご報告いたします。 

 審査は、佐野監査委員とともに、平成２２年８月４日、管理組合会議室におきまして実施

いたしました。 

 審査に当たりましては、歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、基金

運用状況及び会計書類が地方自治法等の諸規定に準拠して作成されているか確認するととも

に、決算数値の照合を行い、あわせて関係職員から説明を聴取して審査を行いました。 

 その結果、決算書及び附属関係書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、計数は関

係諸帳簿と符合し、また、予算の執行、財産の管理、基金の運用状況等につきましても適正

であり、事務事業の執行も所期の目的に沿ったものと認められました。これらの審査結果に

つきましては、お手元に配付いたしてあります「平成２１年度岳南排水路管理組合会計決算

審査意見書」にお示ししてありますので、ご参照くださるようお願いいたします。決算数値

の詳細につきましては、先ほど事務局より報告がありましたので省かせていただきます。 

 さて、 近の岳南排水路使用者の動向でありますが、家庭紙においては、生産量の大きな

変動もなく、排水量も横ばいで推移しており、洋紙、板紙を生産する業種では、マシンの無

期限停止等に端的にあらわれておりますが、国内における生産量の調整を図りつつ、海外へ

の事業展開も積極的に進められています。このため、今後も使用料収入の増収は見込めない

と思われますので、引き続き事務事業の効率性、経済性を重視した執行とともに、地元業者

への工事、委託の発注機会拡大など、地域経済の振興に留意していただくよう要望いたしま

す。 

 以上で審査結果の報告を終わります。 

○議長（稲葉寿利議員） 監査委員の報告を終わります。 

 これから認第１号についての質疑を許します。 

 １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 議会費の関係だけれども、執行率が４４％と低い状況なので、来

年度予算を組むときに、これに近い数字というか、年で予算議会、決算議会と、臨時議会を

多分想定しているとは思うけれども、ほとんど開かれていないので、もしやる場合は予備費

あたりから支出するなり、あるいは補正予算を組むなりして、やはり実態に近い予算計上を

したほうが私はいいと思うんですけれども、その辺、皆さんはどう考えられていますか。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） 予算を組むときに今、鈴木敏和議員がおっしゃられたように、定例

会２回、それから臨時会１回で組んでいます。来年度予算、平成２３年度予算になりますけ
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れども、臨時議会が１回開かれますので、来年度予算は定例会２回の臨時議会１回で計上し

ようと思っています。 

○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） それはやっぱり実態に近い予算計上にしたほうがいいと思うんで

すね。特に意見書の中、あるいは皆さんの報告にあったように、ますます収入が少なくなっ

てきているときに、これも一つの事業仕分けだな。そういう形で整理したほうが、予算計上

したほうが、私はベターじゃないかなというような感じを受けましたので。 

 それで、財産の処理で、資産の中に田んぼだとか何とかというのがありましたか。財産調

書でそういうのがあったけれども、岳南排水路管理組合でまさか稲穂をつくっているわけじ

ゃないだろうし、先ほど言ったように登記の関係で地目変更していないのか、その辺はやは

り管理上、整理していく必要があるんじゃないかなという感じを受けたんですけれども、い

かがですか。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） 地目でございますけれども、静岡県から譲渡されまして、そのまま

の地目で管理して来ております。今までそのような地目変更という検討はしてございません

でした。 

○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 今、農地の適正使用ということで非常に厳しくなってきているの

で、その点、早く地目変更して、そういうものを整理していって、管理上、財産目録へ登記

をしたほうがいいんじゃないかと思いますので、やはり早急に手続をして整理されたらいい

と思うんです。 

 それから、工事差金が３,９００万円ぐらい出ていましたか。それは差金だからどうこう言

うあれはないんですけれども、当初計画を１００％、平成２１年度は工事も完了して維持修

繕その他やっていたと理解していいわけですね。残ったものはないですね。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） この３,４００万円の差金、不用額でございますけれども、この内訳

は、保全対策事業によりまして、まず設計差金が１,１００万円不用額になります。これは数

年来懸念されておりました管渠更生の更生材の単価が値上がりしておりましたので、それを

５％見込んでおりました。平成２１年度設計では材料の値上がりがございませんでしたので、

この差金が出ております。それからあと、２,３１５万円程度差金が出ているんですけれども、

これは入札の差金でございます。両方合わせて３,４００万円程度になります。 

○議長（稲葉寿利議員） 質疑を終わります。 
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 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 認第１号平成２１年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算については原案どおり認定す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって認第１号は原案どおり認定されました。 

                                     

     日程第６ 議第５号平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

          ついて（第１号） 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第６ 議第５号平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予

算について（第１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） ただいま上程されました議第５号平成２２年度岳南排水路管理組合

会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

 議案書の３ページをお願いいたします。平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第

１号）は、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,５１９万７,０００円を追加

しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億４,３１９万７,０００円とするもの

でございます。 

 先ほど管理者から総括説明がございましたので、直ちに内容説明をさせていただきます。 

 議案書の７、８ページをお願いいたします。２ 歳入でございますけれども、４款１項１

目前年度繰越金は、決算確定に伴いまして補正前の額３,０００万円に 

６,５１９万７,０００円を増額し、９,５１９万７,０００円とするものでございます。 

 ３ 歳出でございますが、５款１項１目予備費は、補正前の額２,９９１万円に 

６,５１９万７,０００円を増額し、９,５１０万７,０００円とするものでございます。これ

は年度の途中でありますので調整予算として補正をお願いするものでございます。 

 以上、議第５号平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第１号）につきましてご

説明いたしましたけれども、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げまして、説明

を終わります。 

○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第５号についての質疑を許します。―質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 
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 これから採決に入ります。 

 議第５号平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算について（第１号）は原案どおり

決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第５号は原案どおり可決されました。 

                                              

    日程第７ 議第６号岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する 

         条例及び岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に 

         関する条例の一部を改正する条例制定について 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第７ 議第６号岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関す

る条例及び岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（小山芳博君） ただいま上程されました議第６号岳南排水路管理組合職員の育児休

業等に関する条例及び岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例制定についてご説明申し上げます。 

 議案書の１０ページをお開き願います。あわせまして、黄色の表紙の議案参考資料の１ペ

ージ、新旧対照表をお願いいたします。本案は、既に富士市及び富士宮市におきまして、平

成２２年６月議会に上程され、平成２２年６月３０日から施行されております。 

 本条例の改正でございますけれども、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、育児を

行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、育児休業等をすることができ

る職員の範囲の拡大等及び育児または介護を行う職員の時間外勤務の制限等の規定を整備す

るための一部改正でございます。 

 改正内容につきましては新旧対照表により説明させていただきますので、議案参考資料、

先ほどの１ページをお願いいたします。まず第１条、岳南排水路管理組合職員の育児休業等

に関する条例の一部改正でございます。 

 まず第２条第１号と第２号は、地方公務員の育児休業法第２条第１項におきまして育児休

業をすることができない者として規定されていることにより、削るものでございます。 

 第５号と第６号は、職員の配偶者が育児休業を取得しているか否か、就業の有無にかかわ

らず育児休業を取得することができるようになったため削るものでございます。 
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 第２条の２は、新たに１条を加えるもので、育児休業の取得は特別の事情がない限り原則

１回でございますけれども、地方公務員の育児休業法第２条の規定で、出生の日から人事院

規則で定める期間を基準として、条例で定める期間内に 初の育児休業をした職員は、特別

の事情がなくても再び育児休業をすることができるというもので、この条例で定める期間を

５７日間とするものでございます。 

 第３条の改正でございます。改正前は、見出しのとおり、「再度の育児休業をすることがで

きる特別の事情」でございますけれども、「再度」との記述がありますが、条件がそろえば３

回目以降も取得が認められるものでありまして、見出しを改正するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。第１号は、第５条の改正に伴う規定の整理。 

 第４号は、従来、育児休業計画書を提出して、両親が交互にそれぞれ３カ月以上育児休業

をする場合には、再度の育児休業をすることができるとしていたところ、両親が交互に育児

休業をしたかどうかにかかわらず、職員が育児休業計画を提出して 初の育児休業をした後

３カ月以上経過した場合には、再度の育児休業をすることができると改正するものでござい

ます。 

 第５号は、育児休業法の改正により、再々度の育児休業の取得ができることから「再度の」

を削るものでございます。 

 次に、第５条の改正でございます。これは職員以外の子の親が常態としてその子を養育す

ることができることとなった場合でも、育児休業の取り消し事由には当たらないこととする

改正でございます。 

 次に、第８条の改正でございます。育児短時間勤務をすることができない職員の規定でご

ざいますが、先ほどの第２条の説明の「育児休業」を「育児短時間勤務」と読みかえたもの

で、第２条と同じ改正理由によるものでございます。 

 次に、第９条の改正ですが、第１号で育児短時間勤務の定義づけを括弧書きで追加し、第

１号と第４号は、第１２条の改正に伴い規定の整理をするものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。第５号は、第３条第４号と同じ趣旨で、両親が交互に育児

休業をしたかどうかにかかわりなく、職員が育児休業計画を提出して 初の育児短時間勤務

をした後３カ月以上経過した場合に、育児短時間勤務をすることができると改正するもので

ございます。 

 次に、第１２条の改正でございます。育児短時間勤務の承認の取り消し事由を定めたもの

ですが、職員が育児短時間勤務により子を養育している時間に、職員以外の子の親がその子

を養育することができることとなった場合でも、育児短時間勤務の取り消し事由には当たら

ないこととする改正です。 
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 次に、第１６条は、育児休業法第１９条第１項におきまして、部分休業をすることができ

ない職員を条例で定めることとされることを受け規定したものでございます。第２条と同様

の趣旨で、職員の配偶者の育児休業の取得の有無、就業の有無の状況にかかわりなく、職員

は部分休業ができることとする改正及び非常勤職員に関する規定を整備する改正でございま

す。 

 なお、部分休業は、育児のため１日２時間以内で勤務時間の一部を勤務しないことを認め

る制度でございます。 

 第１７条の改正は、部分休業が育児休業法第１９条第１項に基づくことを明確にするため

の定義規定を追加する改正でございます。 

 ６ページをお願いいたします。第２条、岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部改正でございます。 

 第９条は、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限を規定したものでご

ざいますけれども、第２項として、３歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するため

に請求した場合には、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であ

る場合を除き、時間外勤務をさせてはならないという規定を追加したものでございます。 

 第３項は、第２項の新設による項番号の繰り下げ及び職員の配偶者の就労の有無の状況に

かかわりなく時間外勤務の制限をする改正でございます。 

 第４項は、第２項の新設による項番号の繰り下げ及び引用条文の改正に伴う字句の整理で

あります。 

 次に、附則でございますけれども、議案書の１１ページをお願いいたします。第１項は、

施行日を公布の日からとするものであります。 

 第２項は、改正条例の施行日前に育児休業等計画書により申し出た再度の育児休業または

育児短時間勤務の請求の計画は、施行日以後は、改正後のそれぞれの規定により申し出た計

画とみなすこととする計画規定でございます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（稲葉寿利議員） 説明を終わります。 

 これから議第６号についての質疑を許します。―質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第６号岳南排水路管理組合職員の育児休業等に関する条例及び岳南排水路管理組合職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定については原案どおり決するこ

とにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第６号は原案どおり可決されました。 

                                              

     日程第８ 議第７号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 

          を求めることについて 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第８ 議第７号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同

意を求めることについてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、６番佐野清明議員の退席を求めます。 

（６番 佐野清明君 退席） 

 本案について管理者の説明を求めます。 

 管理者。 

○管理者（鈴木 尚君） それでは、議第７号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同

意を求めることについて、提案理由をご説明申し上げます。 

 このたびご同意を賜りたい監査委員は、議会議員のうちから選出される委員でございます。 

 先般、管理組合議会議員の任期満了に伴い、同時に議員のうちから選出される監査委員が

欠員となっております。これにより、組合規約第１１条第２項の規定により後任委員を選任

したく、ご同意を得ようとするものであります。 

 ご提案申し上げました佐野清明氏は、これまで富士宮市議会環境厚生委員長、都市建設委

員長、また、富士宮市芝川町消防組合議長などの要職を歴任し、前監査委員でもあり、人格

高潔にして、地方自治はもとより、財務管理、行政運営にも精通されており、本委員として

も適任でありますので、何とぞ議員各位のご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、

提案理由といたします。 

 以上であります。 

○議長（稲葉寿利議員） 説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案は人事に関することでありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって直ちに採決に入ります。 

 議第７号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求めることについては原案どお

り同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 ご異議なしと認めます。よって議第７号は原案どおり同意されました。 

○議長（稲葉寿利議員） ６番佐野清明議員の入場を求めます。 

（６番 佐野清明君 入場） 

○議長（稲葉寿利議員） 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて終了

いたしました。よって本日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時１８分 閉 会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき署名する。 
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